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津市監査公表第２号 

 

 平成１６年１月９日付けで受理した地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第

２４２条第１項の規定による住民監査請求について、同条第４項の規定に基づ

き監査を執行したのでその結果を次のとおり公表する。 

  平成１６年４月１日 

 

                  津市監査委員   岡 部 高 樹   

                      同        坪 井 年 明  

                      同        山 中 利 之 

 

第１ 監査の請求 

 

津市職員措置請求書 

  津市長に関する措置請求の趣旨 

 １ 請求の要旨 

   津市の発行する「津市政だより」、三重県の発行する「県政だよりみ

え」及び三重県議会が発行する「みえ県議会だより」は、津市が市内の各

町(単位)自治会に配布委託料を支払い市内各世帯に無償で配布している。 

   その配布委託料は、「津市政だより」は津市が負担し、「県政だよりみ

え」及び「みえ県議会だより」は三重県からの委託金により「津市政だよ

り」と同様の方法で市内各世帯に配布しているものである。 

   これら公報物の配布委託料は、毎年４月１日現在の住民登録世帯数にそ

れぞれの委託料単価を乗じ、各自治会に１年分を一括前払いしている。 

   津市政だより等の配布委託は、津市と各町自治会の双方が私人の立場で

行う私法上の請負契約に区分され、お互いに対等の関係で契約すべきもの

であるが、書面による契約は交わされていない。 

   本来なら、委託契約に基づき、必要なら請求により前金払い又は概算払

いで支出すべきものを「市内の町自治会数は４１１と大変多く、また自治

会長に高齢者が多い等の理由のため、請求書、契約書等関係書類の徴収に

相当の期間を要しますので、本年におきましても例年同様、資金前渡によ

り取り扱うことにしたい」として助役までの特別決済を取り資金前渡の扱

いにしている。 

   平成１４年度分の配布委託料について、市民交流課長が市内全域の委託
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料を一括して資金前渡の請求を行い、各自治会からの請求行為が無いまま、

即、各自治会の銀行口座に振り込んでいる。 

   なぜこれが資金前渡扱いなのか、その会計処理に疑問を持つところであ

るが、加えて、その際、各自治会が支払うべき自治会連合会の会費を引き

去り、引き去った金は別途口座に振り込んでいる。 

   引き去り金額の報告を求め委任状も取っているわけであるから、単位自

治会からの書類徴収に期間を要するとしているのも矛盾である。 

   平成１４年度分にかかる資金前渡資金の精算は、配布実績が確定してい

ない時期の平成１５年１月１０日に市民交流課長が年度当初に行った前渡

額と同額で精算報告をしている。 

   配布対象となる住民登録世帯は、市において４月１日現在で整理した名

簿を各自治会長に配布し、その名簿は後日回収しているとのことであるの

で、その際に配布実態を掌握することは簡単にできるはずである。 

   津市内の居住者の中には、住民登録を行っていない世帯、住民登録は行

っているが居住の実態が不明の世帯、二世帯住宅で１部しか配布していな

い世帯もある。 

   町自治会の中には住民登録世帯の名簿で配布対象となっている世帯を承

知しておりながら、自治会に加入していないことをもって、一部の世帯に

対し公報物を配布していない自治会もある。 

   他にも、共同住宅の代表者に郵送しているもの、個人の自宅に直接郵送

しているもの、本庁又は支所において手渡しで配布している世帯がある。 

   このようなことから、４月１日現在の住民登録世帯数で配布委託を行っ

たとしても配布実績は異なるはずであり、年度当初の前渡額と同額での精

算はあり得ないものである。 

   よって、契約担当職員は地方自治法２３４条の２（契約の履行の確保）

第 1 項の規定による監督または検査を懈怠し、配布実体の無い配布委託料

を漫然と支払い、津市に損害を与えている。 

   これは、地方自治法２４３条の２（職員の賠償責任）に該当するので、

当該職員に賠償を命じる措置を講じるよう請求する。 

   なお、配布先を明確に示す平成１４年４月１日現在の住民登録世帯主名

簿は各自治会長に送付されているが、その内容を情報公開制度により請求

するも当局はその名簿を回収し廃棄処分をした。また、起案文書等の控え

の書類も存在しないとして一般住民にその内容を公開しない手段をとって

いる。 

   したがって、当住民監査請求において不配布世帯の住所氏名を特定した



指摘は出来ないが、自治会に加入していないことをもって、区域内の一部

の世帯に対し公報物を配布していない自治会を、次のとおり一部の当事者

に確認しているので、これらの実態を調査し、全体の損害額を確定された

い。 

   高茶屋上野町自治会については、平成１４年４月１日現在の住民登録世

帯数を１７１世帯として、津市政だより配布委託料が年額１４３，６４０

円支払われている。 

   そのうち９２世帯は、集合住宅「シティロイヤル津」「コーポＢ・ＪⅡ」

「カーサＮ」「アンアン」に居住する世帯で、町自治会からは公報物が配   

布されておらず、この分だけでも年額７７，２８０円が過払いになってい

る。 

 ２ 請求者 

   住所・氏名  （省 略） 

 

  地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要

な措置を請求します。 

   平成１６年１月９日 

 

  津市監査委員 様 

 

第２ 監査の結果 

   上記住民監査請求について、監査した結果を次のとおり請求人に通知し

た。 

 

                        津市監第  ８９  号  

                        平成１６年３月 ８日   

 

 請求人 （省 略） 

 

                   津市監査委員  岡 部 高 樹   

                       同       坪 井 年 明  

                       同       山 中 利 之 

 

    住民監査請求の監査結果について（通知） 

  平成１６年１月９日付けで提出のあった地方自治法（昭和２２年法律第６ 

 3



 

- 4 - 

７号）第２４２条第１項の規定による措置請求書について、同条第４項の規

定に基づき、監査の結果を下記のとおり通知します｡ 

 

記 

 

 １ 請求の受理 

   本請求は、所要の法定要件を具備しているものと認め、平成１６年１月

９日付けでこれを受理した。 

 ２ 監査の実施 

   (1) 請求人の証拠の提出及び陳述 

    請求人に対して、地方自治法第２４２条第６項の規定により平成１６

年２月１２日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

   (2) 監査対象部局への資料提出要求等 

    市民生活部市民交流課に対し監査対象事項に係る資料の提出を求め、

書類審査を行うとともに、平成１６年２月１２日に市民交流課長から事

情聴取を行った。 

 ３ 請求の要旨 

  (1) 「津市職員措置請求書」から請求の要旨を次のように解した。 

    津市の発行する津市政だよりは、津市が市内の各自治会に配布委託料

を支払い、市内各世帯に無償で配布している。 

    その配布委託料は、津市が負担しているものである。 

    配布委託料は、毎年４月１日現在の住民登録世帯数に委託料単価を乗

じ、各自治会に１年分を一括前払している。 

    配布委託は、津市と各自治会の双方が私人の立場で行う私法上の請負

契約に区分され、お互いに対等の関係で契約すべきものであるが、書面

による契約は交わされていない。 

    本来なら、委託契約に基づき、必要なら請求により前金払又は概算払

で支出すべきものを助役までの特別決裁を取り資金前渡の扱いにしてい

る。 

    平成１４年度分の配布委託料について、市民交流課長が市内全域の委

託料を一括して資金前渡の請求を行い、各自治会からの請求行為がない

まま、即、各自治会の銀行口座に振り込んでいる。 

    なぜこれが資金前渡扱いなのか、その会計処理に疑問を持つところで

あるが、加えて、その際、各自治会が支払うべき自治会連合会の会費を

引き去り、引き去った金は別途口座に振り込んでいる。 
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    引き去り金額の報告を求め、委任状も取っているわけであるから、各

自治会からの書類徴収に期間を要するとしているのも矛盾である。 

    平成１４年度分に係る資金前渡資金の精算は、配布実績が確定してい

ない時期の平成１５年１月１０日に市民交流課長が年度当初に行った前

渡額と同額で精算報告をしている。 

    配布対象となる住民登録世帯は、市において４月１日現在で整理した

名簿を各自治会長に配布し、その名簿は後日回収しているとのことであ

るので、その際に配布実態を掌握することは簡単にできるはずである。 

    津市内の居住者の中には、住民登録を行っていない世帯、住民登録は

行っているが居住の実態が不明の世帯、二世帯住宅で１部しか配布して

いない世帯もある。 

    自治会の中には住民登録世帯の名簿で配布対象となっている世帯を承

知しておりながら、自治会に加入していないことをもって、一部の世帯

に対し広報物を配布していない自治会もある。 

    他にも、共同住宅の代表者に郵送しているもの、個人の自宅に直接郵

送しているもの、本庁又は支所において手渡しで配布しているものがあ

る。 

    このようなことから、４月１日現在の住民登録世帯数で配布委託を行

ったとしても配布実績は異なるはずであり、年度当初の前渡額と同額で

の精算はあり得ないものである。 

    よって、契約担当職員である市民交流課長は地方自治法第２３４条の

２（契約の履行の確保）第 1 項の規定による監督又は検査を懈怠し、配

布実体のない配布委託料を漫然と支払い、津市に損害を与えている。 

    これは、地方自治法第２４３条の２（職員の賠償責任）に該当するの

で、当該職員に賠償を命じる措置を講じるよう請求する。 

    なお、当住民監査請求において不配布世帯の住所氏名を特定した指摘

はできないが、自治会に加入していないことをもって、区域内の一部の

世帯に対し広報物を配布していない自治会を、次のとおり一部の当事者

に確認しているのでこれらの実態を調査し、全体の損害額を確定された

い。 

    高茶屋上野町自治会については、平成１４年４月１日現在の住民登録

世帯数を１７１世帯として、津市政だより等配布委託料が年額１４３，

６４０円支払われている。 

    そのうち９２世帯は、集合住宅「シティロイヤル津」「コーポＢ・Ｊ

Ⅱ」「カーサＮ」「アンアン」に居住する世帯で、自治会からは広報物が
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配布されておらず、この分だけでも年額７７，２８０円が過払いになっ

ている。 

  (2) 平成１６年２月１２日に行われた陳述において、請求書記載の補足と

して、主として次のような内容の主張がなされた。 

    地方自治法第２３２条の３に定められた支出負担行為が行われていな

い上、契約書も作成されず、請求書もなしで年度当初に示した住民登録

世帯数で一方的に支払っている。 

    また、契約の適正な履行を確保するための監督及び検査は、職員が抽

出でもよいから配布されているかどうか行わなければならない。 

 ４ 監査対象とした事項 

   請求書の内容及び請求人の陳述から判断し、平成１４年度の津市政だよ

り等の配布委託において、契約書が作成されていないことが適切かどうか、

当該委託料の支払における資金前渡による支払方法が適切かどうか、及び

契約担当職員である市民交流課長が当該委託契約の履行確認を怠ったこと

により津市に損害を与えているかどうかを本件住民監査請求の監査対象と

した。 

 ５ 監査の結果 

   津市は、市の行政施策等の周知徹底を図るために、住民相互の連絡など

日常生活における地域的な共同活動を行う自治会に、昭和２８年の創刊以

来、津市政だよりをはじめ各種の配布物、回覧書類、ポスター等の配布事

務を委託し、当該配布事務の経費に相当するものとして、委託料を支出し

てきた。 

   当該配布事務に係る契約書は、津市と各自治会との信頼関係の中で、当

初から省略されてきたが、平成１３年４月１日、津市工事請負等の契約及

び執行に関する規則(昭和２７年津市規則第１号)第２０条の２第５号の規

定により、契約書を当分の間省略するという助役決裁を受け、現在も契約

書は省略されている。自治会の数が４４１団体となり、個々に契約する事

務の煩雑さや当該事務の歴史的な経緯、何よりも自治会との信頼関係の上

で成り立っている契約であることを考慮すると、このような取扱いを続け

てきたこともやむを得ないものと理解はするものの、現状のままでは、契

約の内容が不明確であることから、早急に改善する必要があると考える。 

   次に、資金前渡の手続等の会計処理についてであるが、地方自治法施行

令(昭和２２年政令第１６号)第１６１条第１項第１４号の規定に基づき、

津市会計規則(昭和３９年津市規則第１２号)第２０条第３号において、委

託料についても資金前渡できる経費とされている。そもそも資金前渡とは、
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債権者が未確定な場合、又は債権金額及び債権者とも未確定な場合に行う

のが原則であるところ、債権金額及び債権者とも確定している経費を資金

前渡により支出することも可能であると考えられている。しかしながら、

本件委託料の場合、資金前渡によらなければ支払うことができないもので

もなく、また、その資金前渡の理由は、支払先の自治会が４４１と多く、

自治会長に高齢者が多い等の理由のため、契約書、請求書等関係書類の徴

収に相当の期間を要することとされているが、本件委託契約は、そもそも

これらの書類を省略することを前提としていることから、この理由による

資金前渡は、不適切と言わざるを得ないものであり、早急に改善されるべ

きである。 

   最後に、本件委託契約において契約担当職員である市民交流課長が委託

業務の履行確認を怠ったことにより津市に損害を与えているかどうかにつ

いてであるが、上述のとおり、本件委託契約に係る契約書は省略されてお

り、その内容は不明確ではあるものの、各自治会の区域内に存する世帯に

対して津市政だより等を配布することを内容とする委託契約が存在するこ

とが認められ、平成１４年度においては、当該経費に相当するものとして

平成１４年４月１日(以下「基準日」という。)の住民登録世帯数に基づき、

１世帯当たり８４０円を乗じた金員が各自治会に委託料として支出されて

いる。 

   当該委託料は、基準日以降に住民異動による世帯数が増減しても、ある

いは学生等の住民登録がなされていない世帯が存在しても、その額に増減

がないこと、一方、委託業務の対象となるのは津市政だよりだけでなく各

種の市に関連する配布物も含まれており、業務の内容とこれに相当する委

託料とが必ずしも比例していないことから、基準日における住民登録世帯

数は委託料を積算する場合において単に使用されている数値であると考え

ることもでき、請求人が指摘するように一部の自治会において未配布の世

帯が存することが認められるとしても、委託契約の内容が不明確な中では

津市に対して明らかな損害が発生したと言うことはできないと判断した。 

   また、請求人が契約担当職員である市民交流課長による履行の確認がな

されていないと指摘している点についてであるが、市民交流課長からの事

情聴取時において、平成１４年度における津市政だより等の配布状況を確

認したところ、基準日における住民登録世帯数は６１，０９４世帯である

が、1 回当たりの平均配布数は６３，２５０部であり、２，１５６部多く

配布されているとの回答があったところである。しかし、1 回当たりの平

均配布数が住民登録世帯数を超えていたことを確認したからといって、委
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託契約が完全に履行されていることを確認したとは認められず、履行の確

認については今後適切な方法により配布部数の確認が可能となるよう改善

されるべきであると考えられるものの、前述のとおり、委託内容が不明確

な中では津市に対して明らかな損害が発生したと言うことはできないと判

断した。 

   よって、請求人の主張には理由がないものと判断する。 

 ６ 附言 

   上記のとおり、請求人の主張は、理由はないものの、会計処理において

は不適切と認められる事項があることは指摘したとおりである。契約書の

省略については、本件委託業務の契約内容を明確にすることが必要である

と考えることから、例えば、津市自治会連合会との間で委託業務の内容を

確定し、契約書を作成し、当該契約に基づき実績を報告させる方法も考え

られるところである。いずれにしろ、委託業務の内容が明確になるよう契

約書を作成することを求めるものである。また、資金前渡についても不適

切な取扱いであることから、今後においては、請求書を徴収し、口座振込

の方法により行う等、適正な方法によることを求めるものである。 

 




